
お客さま各位 

西日本建設業保証株式会社 

 

 

適格請求書等保存方式（インボイス制度）に関する弊社の対応について 

 

 

令和５年１０月１日に開始が予定されているインボイス制度に関して、弊社では４月

３日より、契約保証予約に関する請求書等をインボイスとして発行します。詳細は下記

のとおりとなります。 

なお、前払金保証、中間前払金保証、契約保証に関する保証料は消費税の非課税取引

に該当するため、インボイス交付の対象外となります。 

 

記 

 

１．弊社が交付するインボイスについて 

契約保証予約手数料のお支払い方法によって交付する書類が異なります。 

 

① 一括納付（後払い）制度をご利用のお客様 

契約保証予約を締結した翌月に、㈱建設総合サービスよりお客様へ発送いたしま

す「保証料請求書（保証料返還通知書）」をインボイスとして交付します（令和５

年５月発送分より）。 

 

② 現金・振込等でお支払いのお客様 

契約保証予約証書に記された「予約手数料領収証（予約手数料返還計算書）」をイ

ンボイスとして交付します。 

 

２．その他 

弊社の適格請求書発行事業者登録番号は「T2-1200-0104-6185」となります。 

 

以 上 

 

 

 

 

 



① 一括納付（後払い）制度の場合 

 

 

② 現金・振込等でお支払いの場合 

 


